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令和8年3月1日現在（前月比） 人口／6,068人（－20） 男／2,914人（－14） 女／3,154人（－6） 世帯数／2,500世帯（－6）

鳥取市

令和８年度　生涯学習講座　受講生募令和８年度　生涯学習講座　受講生募集集！！
　教育委員会河原町分室では、生涯学習講座の受講生を募集しています。
　河原地域にお住まいのみなさん、一緒に学びましょう。
●河原町みたき大学　　・対象　60歳以上 ・受講料　1,500 円（年間）　　・年４回
●河原町女性セミナー　・対象　女性のみ ・受講料　2,000 円（年間）　　・年５回
〈共通事項〉
　・会場は河原町コミュニティセンターを中心に行います。
　・現地研修の研修費用は別途、実費負担となります。
　・４月 24日（金）までにお申し込みください。
　詳しくは、別紙配布の募集チラシをご確認ください。

狂犬病予防は飼い主の義務で狂犬病予防は飼い主の義務です！す！
～飼い犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ～
　河原地域を対象に狂犬病予防注射（集合注射）を下記のとおり実施します。案内通知・手数料を
持参のうえ、会場で接種をお願いします。（新たに犬を飼い始めた場合は、会場で新規の犬の登録を
していただきます。新規の料金を持参してください）
※注射を受ける前に、問診票の項目チェックをお願いします。
○市内の指定動物病院でも、狂犬病予防注射とあわせて、犬の登録や狂犬病
　予防注射済票の交付ができます。
○注射会場での注意事項に関しては、「とっとり市報４月号」をご覧ください。
○飼い犬の死亡・住所変更などの場合は、市民福祉課まで連絡してください。

実　施　日 対象地域 時　間 会　場
４月９日（木） 河原 ９：１０～１０：００ 河原町総合支所
６月１５日（月） 河原・用瀬・佐治 ９：３０～ ９：４５ 用瀬町総合支所

○料金は、おつりの無いよう準備してください。
【新規】一頭につき　6,300円（登録料：3,000円＋注射料：2,750円＋手数料：550円）
【継続】一頭につき　3,300円（注射料：2,750円＋手数料：550円）
犬 の飼い犬表示シールは、別途80円が必要です。
○体調の悪い犬・病気治療中の犬は、獣医師と相談のうえ後日注射を受けてください。

【問い合わせ先】 河原町総合支所　市民福祉課 （0858）71－1724
 鳥取市保健所生活安全課（駅南庁舎１階） （0857）30－8551

【問い合わせ先】河原町コミュニティセンター　 76－3123

『知る』ことは、
『変わる』ことの第一歩
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４月の相談日 場所 老人福祉センター

日にち 時　間 相談員
心配ごと相談 3日（金） 13：30～15：30 民生児童委員

人 権 相 談 10日（金） 13：30～15：30 人権擁護委員

行 政 相 談 17日（金） 13：30～15：30 行政相談委員

空 き 家 相 談 21日（火） 13：30～15：30 地 域 振 興 課

アトツギ相談
※事業承継相
談から名称
が変わりま
した。

16日（木）

10：00～15：00
※事前予約が必要
予約・問い合わせ先
鳥取県事業承継・引
継ぎ支援センター
0857-20-0072

鳥取県事業承
継・引継ぎ支
援センター

【問い合わせ先】社会福祉協議会　 76－3125

河原地域プロジェクトマネージャー　活動報告河原地域プロジェクトマネージャー　活動報告
　令和 6年６月着任以来「河原地域の空き家の総合対策」と「西郷工芸の郷事業の活性化」を業務として、
河原地域全体が活性化し将来にわたって安心して暮らしていけるまちづくりを目指し活動しています。
　空き家対策については、利活用を進めるための「地域の窓口設置」に向けて、空き家の状況把握、チラシ
による空き家に関する情報提供、地区公民館等での相談会開催等を行うとともに、西郷工芸の郷活動を活性
化させるため、ブランド力向上の取組や、組織体制のブラッシュアップをはじめとした活動へのサポートに
尽力しているところです。
　今後も空き家個別相談やチラシでの情報提供、地域づくりの推進体制を強化していきますので、みなさん
のご協力をお願いいたします。
《空き家相談》毎月第３火曜日　13：30～15：30　河原町老人福祉センター

次回相談日は４月 21日（火）です。

日 月 火 水 木 金 土
１

プラスチック
２

可燃ごみ
３

ビン・缶
４

５ ６
可燃ごみ

７
小型破砕
ペットボトル

８
プラスチック

９
可燃ごみ

10
ビン・缶

11

12 13
可燃ごみ
有害ごみ

14
小型破砕
ペットボトル

15
プラスチック
古 紙

16
可燃ごみ

17
ビン・缶

18

19 20
可燃ごみ

21
小型破砕
ペットボトル
乾電池・蛍光管

22
プラスチック

23
可燃ごみ

24
ビン・缶

25

26 27
可燃ごみ

28
プラスチック
（特別収集）
ペットボトル

29
昭和の日

30
可燃ごみ

●大型ごみは戸別有料収集です。
大型ごみ受付センター（ 0857-22-0353）に依頼してください｡
●古紙類は希望された集落のみ回収します。

４４月　ごみ収集カレンダー月　ごみ収集カレンダー

４月の税金はありません。
納税・納入には便利な口座振替をご利用ください。

第６回河原地域振興未来会議について第６回河原地域振興未来会議について
２月 19日（木）に開催された地域振興未来会

議の議題は次のとおりでした。会議の内容は、鳥
取市ホームページで公開しています。
（１） くらしと公共施設を考えるワークショッ

プの報告について
（２） 空き家の利活用を進めるための取り組み

について

令和７年度

　3月 3日（火）あ
ゆっこ園で桃の節句
が行われました。園
児たちは、桃の節句
の由来や伝統的な食
べ物について話を聞
いたあとクイズに
挑戦し、正解する
と「やったー！」と
大喜びでした。そのあと、年齢ごとに手づくりの
ひな人形を紹介したり、この１年でできるように
なったことを披露しあい、それぞれの成長を感じ
ながら発表を楽しみました。また、１年間一緒に
遊んできた異年齢グループ対抗の「ひしもち運び
リレー」では、大きなひしもちを二人で落とさな
いように運び、みんなで「がんばれー！」と元気
いっぱい応援していました。

健やかな成長を願って 桃の節句


